
東日本建築教育研究会  

準会員の申請書提出について 

１ 準会員について  

＊対象：会則第１３条３ 準会員 正会員を除く高等学校等の建築課程及び関連学科に所属す

る教職員（個人）。全国を対象とする。 

＊会費：会則第１４条の１ 個人会費は年額１人1000円とする。 

＊活動内容等： 

１） 文書情報等の受領 

２） 大会・研修会・見学会への参加 

３） 分科会活動へのオブザーバーとしての参加 

 

２ 申請書について 

申請書の各欄に正しくご記入ください。また、該当しないものは「なし」等わかるよう

にご記入ください。 

住所及び連絡先 会報等の送付先になります。なお、案内等の文書を e-mail 又は FAX

で送信する場合があります。 

送付先を現在の所属先にする場合は、その旨を備考欄にご記入くださ

い。なお、異動等により変更が生じた場合は、事務局まで必ずご連絡

ください。 

入会の目的 入会の目的や活動への抱負などをご記入ください。 

紹介者  本会の正会員のなかからふさわしい方の学校名・ご氏名をお書きくだ

さい。 

備考欄 その他、ご希望等ありましたらお書きください。 

  

３ 提出先 次の事務局へご提出ください。 

 

  〒１８８－００１３ 西東京市向台町１－９－１ 

  東京都立田無工業高等学校 建築科 鈴木 健（事務局長） 

 ℡ 0424-64-2225 fax 0424-67-5532 

         

４ 会費納入について 

申請書が提出されますと、原則として主査会等を経て総会において承認の手続きを取り

ますので、その後に当該年度の個人会費を納入していただくことになります。 

ただし、事務取り扱いの都合により会費納入の時期を別途ご連絡する場合があります。 

 

 ５ その他 

  準会員に関する会則や内規等手続きについては、今後変更する場合があります。 

   

  


